
JP 6692041 B2 2020.5.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体と、該装置本体に対し突出するように設けられた操作ユニットと、を備える入
力装置であって、
　前記操作ユニットは、
　前記装置本体の突出側において該装置本体に対し相対移動可能に設けられ、天面部およ
び側面部を有する有底筒状の操作体と、
　前記操作体の筒内で前記装置本体に設けられたセンサ体と、を有し、
　前記操作体は、少なくとも前記天面部に形成された操作面でタッチ操作が可能となりか
つ前記側面部を把持して前記装置本体に対し相対移動させることでタッチ操作と異なる入
力操作が可能となるように構成されており、
　前記センサ体は、前記操作面に接触した検知対象物によるタッチ操作を検知可能な検知
面を含み、
　前記検知面の周縁部が前記装置本体の突出方向で前記操作体の天面部周縁と重なってお
り、
　外部機器および前記センサ体の各々と電気的に接続される制御部をさらに備え、
　前記制御部は、前記センサ体が前記操作面に接触した検知対象物によるタッチ操作を検
知したときに該センサ体から該制御部に対して出力される位置座標を、該位置座標が該操
作面の周縁の位置に留まる場合に限り前記外部機器に出力することを禁止する、入力装置
。



(2) JP 6692041 B2 2020.5.13

10

20

30

40

50

【請求項２】
　請求項１に記載の入力装置において、
　前記検知面の周縁部全体が上下方向で前記操作体の天面部周縁と重なっている、入力装
置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の入力装置において、
　前記センサ体は、有底筒状に形成されており、
　前記検知面は、
　前記センサ体の底面に形成された底面検知部と、
　前記底面検知部に連続しかつ前記センサ体の側面に形成された側面検知部と、を含み、
　前記検知面は、前記底面検知部が前記突出方向で前記操作体の天面部と対向しかつ前記
側面検知部が前記突出方向に直交する方向で該操作体の側面部と対向するように構成され
ている、入力装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の入力装置において、
　前記操作体は、前記センサ体と間隔をあけた状態で前記装置本体に取り付けられている
、入力装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の入力装置において、
　前記操作体は、前記装置本体に対して前記突出方向に延びる回転軸心回りに回転操作可
能に構成されており、
　前記センサ体は、前記装置本体に対して回転不能に固定されている、入力装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の入力装置において、
　前記装置本体には、前記操作ユニットの周囲にファンクションスイッチが設けられてい
る、入力装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の入力装置において、
　前記制御部は、前記位置座標が前記操作面の周縁から内側方向に向かって連続的に変化
したときに、検知対象物が該操作面の周縁に接触していた状態に遡って該タッチ操作によ
る始点から終点までの該位置座標を前記外部機器に出力する、入力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は入力装置に関し、特に自動車などの車両に設けられる入力装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、自動車などの車載装置に対して入力操作を行うための入力装置として、例え
ば特許文献１に示されるものが知られている。
【０００３】
　特許文献１には、回転支持部材と、回転支持部材の上側に配置されかつ回転支持部材に
対して回転不能に設けられた基部材と、基部材の上側に設けられた静電容量センサと、静
電容量センサを上方から取り囲むように配置されかつ基部材に対して回転可能に支持され
た有底円筒状の操作体と、を備えた入力装置が開示されている。操作体は、天面部を操作
面とするタッチ操作が可能であるとともに、側面部を把持して回転支持部材に対し回転さ
せることでタッチ操作と異なる入力操作が可能となっている。また、静電容量センサは、
その表面に形成された検知面が操作体の天面部よりも小さくなるように形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１９１０５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１の入力装置において、静電容量センサは、検知面の周縁部が操作体の天
面部周縁の位置よりも天面部の半径方向内側に位置するように形成されている。つまり、
静電容量センサの検知面は、操作体の側面部付近まで及んでいない。このため、使用者が
操作体の天面部周縁の位置でタッチ操作したことを静電容量センサにより適切に検知する
ことができないおそれがあった。
【０００６】
　本発明は斯かる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、入力装置の操作体に対す
るタッチ操作を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　　　上記の目的を達成するために、本発明の一実施形態に係る入力装置は、装置本体と
、装置本体に対し突出するように設けられた操作ユニットと、を備える入力装置であって
、操作ユニットは、装置本体の突出側において装置本体に対し相対移動可能に設けられ、
天面部および側面部を有する有底筒状の操作体と、操作体の筒内で装置本体に設けられた
センサ体と、を有している。操作体は、少なくとも天面部に形成された操作面でタッチ操
作が可能となりかつ側面部を把持して装置本体に対し相対移動させることでタッチ操作と
異なる入力操作が可能となるように構成されている。センサ体は、操作面に接触した検知
対象物によるタッチ操作を検知可能な検知面を含んでいる。そして、検知面の周縁部が装
置本体の突出方向で操作体における天面部周縁と重なっていることを特徴とする。また、
入力装置は、外部機器およびセンサ体の各々と電気的に接続される制御部をさらに備え、
制御部は、センサ体が操作面に接触した検知対象物によるタッチ操作を検知したときにセ
ンサ体から制御部に対して出力される位置座標を、位置座標が操作面の周縁の位置に留ま
る場合に限り外部機器に出力することを禁止する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によると、センサ体における検知面の周縁部が装置本体の突出方向で操作体の天
面部周縁と重なっていることから、操作体の天面部周縁がタッチ操作可能な操作面に含ま
れるようになる。このため、使用者が操作体の天面部周縁の位置でタッチ操作したことを
、天面部周縁の位置に対応する検知面の周縁部により適切に検知することが可能となる。
したがって、本発明では、操作体に対するタッチ操作を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る入力装置を示す全体斜視図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係る入力装置を示す平面図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態に係る入力装置を示す側面図である。
【図４】図４は、図２のIV－IV線において入力装置の上側部分の断面構造を示す部分断面
図である。
【図５】図５は、図４における操作ユニット付近の断面構造を斜め方向から見た状態を示
す部分拡大斜視図である。
【図６】図６は、入力装置の機能構成を示すブロック図である。
【図７】図７は、タッチ操作における制御部の処理動作を示すフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。以下の実施形態の説明は、
本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物或いはその用途を制限することを意図するも
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のではない。
【００１１】
　図１は、本発明の実施形態に係る入力装置１の全体を示している。入力装置１は、自動
車の車載装置に対して入力操作を行うためのものであり、例えば自動車のセンターコンソ
ールに設けられている。車載装置としては、例えば自動車内に設けられるナビゲーション
システム、オーディオ機器、エアコンなどが挙げられる。
【００１２】
　入力装置１は、装置本体２、操作ユニット３０、ファンクションスイッチ５０を主たる
要素部材として備えている。以下、各部材について詳細に説明する。
【００１３】
　以下の説明では、装置本体２に対して操作ユニット３０が配置されている側を上側（上
方）とし、その反対側を下側（下方）として入力装置１の上下方向を定めるものとする。
また、各図中に示したＸ軸方向を図１に示した入力装置１の左側から右側に向かう方向、
Ｙ軸方向を図１に示した入力装置１の手前側から奥側に向かう方向、Ｚ軸方向を図１に示
した入力装置１の下側から上側に向かう方向として定めるものとする。なお、この各方向
は、入力装置１が車内に設置されるときの実際の各方向とは無関係である。
【００１４】
　（装置本体）
　図１～図３に示すように、上記装置本体２は、本体カバー部３と、本体カバー部３の下
側を覆う下カバー部４と、本体カバー部３の上側を覆う上カバー部５と、を有している。
本体カバー部３、下カバー部４、および上カバー部５は、入力装置１のケーシングを構成
するものである。
【００１５】
　図４に示すように、上カバー部５には、Ｘ方向およびＹ方向の略中央位置でＺ方向に突
出した略円筒状の支持部６が形成されている。支持部６は、後述する操作体３１を装置本
体２に対して回転可能に支持するためのものである。また、支持部６の外方には、略円筒
状のホルダ部７が上カバー部５に取り付けられている。
【００１６】
　装置本体２は、装置本体２内に設けられたメイン基板（図示せず）と電気的に接続され
る第１および第２基板１１，１２を有している。第１および第２基板１１，１２の各々は
、略円形状に形成されている。第１および第２基板１１，１２の各々は、装置本体２内に
設けられたフレキシブル配線板１３（図４参照）により互いに電気的に接続されている。
【００１７】
　第１基板１１は、主に後述する操作体３１の回転操作に伴う位置検出および操作体３１
の押圧操作に伴う押圧検出に用いられるものであり、本体カバー部３内に配置されている
。第１基板１１は、装置本体２内に設けられたケーブル（図示せず）により図示しないメ
イン基板と電気的に接続されている。一方、第２基板１２は、後述するセンサ体４０によ
るタッチ操作の位置座標に関する情報などを検知するために用いられるものであり、上カ
バー部５の上方に配置されている。
【００１８】
　また、図４に示すように、装置本体２は内筒部２０を有している。内筒部２０は、第１
基板１１の上側に配設されている。内筒部２０は、第１基板１１の上面から支持部６の開
口に亘って上方に延びている。
【００１９】
　内筒部２０の上方には、後述するセンサ体４０を取り付けるための台座部２１が設けら
れている。具体的に、台座部２１は、略円盤状に形成されていて、第２基板１２の上側に
配置されている。台座部２１は、上カバー部５の支持部６上方に配置された掛止部２２に
掛止された状態で装置本体２に対し回転不能に固定されている。
【００２０】
　（操作ユニット）
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　次に、図１～図４に示すように、上記操作ユニット３０は、装置本体２の上側に配設さ
れている。具体的に、操作ユニット３０は、装置本体２の上カバー部５に対して上方に突
出するように形成されていて、装置本体２に対し相対移動可能となっている。したがって
、装置本体２の上側は、突出側となる。以下、装置本体２の突出方向を上下方向（Ｚ方向
）という。
【００２１】
　操作ユニット３０は、上カバー部５の上方に配置された有底円筒状の操作体３１を有し
ている。操作体３１は、天面部３２および側面部３３を有している。天面部３２は、ＸＹ
平面に沿って略平坦状に形成されている。また、図５に示すように、側面部３３の外周に
は、凹凸形状が周方向に沿って互いに連続するように形成されている。なお、図５につい
ては、後述するセンサ体４０の操作面４１を強調するために、操作体３１の一部を仮想線
により表している。
【００２２】
　図４および図５に示すように、操作体３１の側面部３３には、略円筒状の摺動部３４が
設けられている。摺動部３４の外周側は、側面部３３下側の内周面に取付固定されている
。また、摺動部３４は、その内周側下端部が支持部６上端に当接した状態で支持部６の周
方向に回動可能となっている。これにより、操作体３１は、Ｚ方向に延びる回転軸心Ｃ（
図４の一点鎖線を参照）回りに回転操作可能となっている。つまり、操作ユニット３０は
、使用者が操作体３１の側面部３３を把持した状態で装置本体２に対し回転させることに
より後述するタッチ操作と異なる回転操作が可能となっている。
【００２３】
　また、操作体３１は、装置本体２に対して上下方向に相対移動可能に構成されている。
具体的に、操作ユニット３０は、内筒部２０の内部にスライダ３５を有している。スライ
ダ３５は、内筒部２０の内部で上下方向に移動可能に構成されている。操作体３１が下方
に押し下げられると、スライダ３５が下方に移動するようになっている。そして、スライ
ダ３５内に形成された押し部３５ａが第１基板１１の上面に配置されたスイッチ部１１ａ
を押し下げる。かかる動作により、操作体３１は、後述するタッチ操作および上述の回転
操作と異なる押圧操作が可能となっている。
【００２４】
　さらに、図１～図５に示すように、操作体３１は、少なくとも天面部３２にタッチ操作
可能な操作面Ｓが形成されている。
【００２５】
　具体的に、図４および図５に示すように、操作ユニット３０は、操作体３１の筒内で装
置本体２に設けられたフィルム状のセンサ体４０を有している。センサ体４０は、有底円
筒状に形成されていて、台座部２１に取り付けられている。また、センサ体４０は、操作
体３１と間隔をあけた状態で装置本体２の台座部２１に対し回転不能に固着されている。
【００２６】
　図５に示すように、センサ体４０は、操作体３１の操作面Ｓに接触した検知対象物（使
用者の手指など）によるタッチ操作を検知可能な検知面４１を含んでいる。検知面４１は
、例えば、銀などの導電金属がセンサ体４０のフィルム表面および裏面の少なくとも一方
に形成された静電容量方式のセンサとして構成されている。なお、図５では、検知面４１
を強調して示すために、検知面４１にドットによるハッチングを付している。
【００２７】
　本発明の特徴として、検知面４１は、その周縁部がＺ方向（上下方向）で操作体３１の
天面部３２周縁と重なるように構成されている。具体的に、検知面４１の周縁部全体がＺ
方向（上下方向）で操作体３１の天面部３２周縁と重なっている。
【００２８】
　より具体的に、検知面４１は、センサ体４０の有底円筒状における底面に形成された底
面検知部４２と、底面検知部４２に連続しかつセンサ体４０の側面に形成された側面検知
部４３とを含んでいる。底面検知部４２は、Ｚ方向（上下方向）で操作体３１の天面部３
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２裏面と対向するように配置されている。側面検知部４３は、Ｚ方向に直交する方向（す
なわち、ＸＹ平面に沿った方向）で操作体３１の側面部３３内周面と対向するように配置
されている。
【００２９】
　（ファンクションスイッチ）
　次に、図１～図４に示すように、上記ファンクションスイッチ５０は、操作ユニット３
０の周囲に配置されている。このファンクションスイッチ５０は、操作ユニット３０で可
能な入力操作と異なる入力操作（例えば、図示しない車載装置の画面表示部におけるメニ
ュー表示や地図表示などの画面操作）を行うことが可能となっている。ファンクションス
イッチ５０は、複数（図示例では４つ）のボタン部５１，５１，…からなる。各ボタン部
５１は、本体カバー部３に取り付けられた状態で本体カバー部３に対し上下動可能となっ
ている。つまり、使用者が各ボタン部５１を本体カバー部３の下側に押し操作することに
より、図示しないメイン基板に設けられた入力部が電気的にＯＮ状態となる。
【００３０】
　（制御部）
　次に、図６に示すように、入力装置１は、車載装置（外部機器）およびセンサ体４０の
各々と電気的に接続される制御部６２を備えている。具体的に、センサ体４０には、タッ
チコントローラ６１が電気的に接続されていて、制御部６２は、このタッチコントローラ
６１を介してセンサ体４０と電気的に接続されている。タッチコントローラ６１は、セン
サ体４０の検知面４１によりタッチ操作を検知したときの位置座標の情報やそれに付随す
る情報（タッチ操作状態、またはタッチ操作の変化に関する情報等）を制御部６２に出力
する機能を有している。
【００３１】
　また、入力装置１は、制御部６２と電気的に接続された記憶部６３を備えている。記憶
部６３は、主にタッチコントローラ６１から制御部６２に対して出力された位置座標に関
する情報等を記憶するように構成されている。なお、記憶部６３は、制御部６２の一部と
して構成されていてもよい。
【００３２】
　制御部６２は、センサ体４０が操作体３１の操作面Ｓに接触した検知対象物によるタッ
チ操作を検知したときにセンサ体４０（タッチコントローラ６１）から制御部６２に対し
て出力される位置座標を、該位置座標が操作面Ｓの周縁部に留まる場合に限り記憶すると
ともに、外部機器に出力することを禁止する。
【００３３】
　また、制御部６２は、上記位置座標が操作面Ｓの周縁部から内側方向に向かって連続的
に変化したときに、検知対象物が操作面Ｓの周縁部に接触していた状態に遡ってタッチ操
作による始点から終点までの位置座標を外部機器に出力する。
【００３４】
　以下、図７を参照しながら制御部６２による一連の処理動作を説明する。
【００３５】
　図７に示した動作は、制御部６２が実行する図示しないメインルーチン（すなわち、制
御部６２がタッチコントローラ６１からのタッチ操作の位置情報を取り込みかつ外部装置
に位置情報を出力する、などの動作を行うこと）によって繰り返し実行される。
【００３６】
　以下の説明において、制御部６２による一連の処理動作で用いられる位置座標出力フラ
グは、タッチ操作による始点から現在の位置座標点までの間で、制御部６２が外部機器に
位置座標を出力したか否かを判定し、その結果を記憶部６３に記憶させたメモリであり、
このメモリは記憶部６３の一部である。また、位置座標保存フラグは、制御部６２が位置
座標情報を記憶部６３に保存しているか否かを判定し、その結果を記憶部６３に記憶させ
たメモリであり、このメモリは記憶部６３の一部である。すなわち、記憶部６３には、位
置座標出力フラグや位置座標保存フラグがオンとなる情報（例えば１）およびオフとなる
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情報（例えば０）が保存されている。そして、位置座標出力フラグの場合、外部機器に位
置座標出力が行われるときに位置座標出力フラグはオンとなり、座標出力が行われていな
いときにオフとなって記憶部６３に保存される。また、位置座標保存フラグの場合、位置
座標情報が記憶部６３に記憶されているときに位置座標保存フラグはオンとなり、位置座
標情報が記憶部６３に記憶されていないときはオフとなって記憶部６３に保存される。
【００３７】
　図７に示すように、最初のステップＳ１０１において、タッチ操作が継続しているか否
かをタッチコントローラ６１から出力される情報に基づいて制御部６２が判定する。ステ
ップＳ１０１において、タッチコントローラ６１の出力をタッチ操作が継続されていると
制御部６２が判定すると（ステップＳ１０１のＹＥＳ）、ステップＳ１０２に進む。ステ
ップＳ１０２において、記憶部６３に保存された位置座標出力フラグが「０」であるか否
かを制御部６２が判定する。位置座標出力フラグが「０」であるＹＥＳのときは、ステッ
プＳ１０３に進む。
【００３８】
　ステップＳ１０３において、タッチコントローラ６１から出力された位置座標に関する
情報が操作体３１の操作面Ｓ周縁の位置に該当するか否かを制御部６２が判定する。上記
位置座標に関する情報が操作面Ｓ周縁の位置に該当すると制御部６２が判定したＹＥＳの
ときは、ステップＳ１０４に進む。ステップＳ１０４において、位置座標の情報やそれに
付随する情報を記憶部６３に保存する。ステップＳ１０４の後ステップＳ１０５で、位置
座標保存フラグに「１」が付与され、ステップＳ１０６において、制御部６２は、位置座
標保存フラグが「１」であるというフラグ情報を記憶部６３に保存する。ステップＳ１０
７において、制御部６２は、タッチコントローラ６１から出力された位置座標に関する情
報を、外部機器に出力することを禁止する。
【００３９】
　一方、ステップＳ１０３において、上記位置座標に関する情報が操作面Ｓ周縁の位置に
該当しないと制御部６２が判定したＮＯのときは、ステップＳ１０８に進む。ステップＳ
１０８において、記憶部６３に保存された位置座標保存フラグが「１」であるか否かを制
御部６２が判定する。位置座標保存フラグが「１」であるＹＥＳのときは、ステップＳ１
０９に進む。ステップＳ１０９において、制御部６２は、検知対象物が操作面Ｓの周縁部
に接触していた状態、すなわち初めてタッチした状態に遡って、記憶部６３に保存されて
いるタッチ操作による始点から終点までの位置座標を外部機器に出力する。ステップＳ１
０９の後、ステップＳ１１０において、記憶部６３に保存されている位置座標の情報やそ
れに付随する情報を消去し、ステップＳ１１１に進む。ステップＳ１１０の後ステップＳ
１１１で、位置座標出力フラグに「０」、位置座標保存フラグに「０」が付与され、ステ
ップＳ１１２において、制御部６２は、位置座標出力フラグが「０」、位置座標保存フラ
グが「０」であるというフラグ情報を記憶部６３に保存する。ステップＳ１１３において
、制御部６２は、タッチコントローラ６１から出力された位置座標に関する情報を外部機
器に出力する。
【００４０】
　一方、ステップＳ１０８において、位置座標保存フラグが「０」であるＮＯのときは、
ステップＳ１１１に進み、上記と同様に処理される。
【００４１】
　一方、ステップＳ１０２において、記憶部６３に保存された位置座標出力フラグが「１
」であるＮＯのときは、ステップＳ１１４に進む。ステップＳ１１４において、制御部６
２は、タッチコントローラ６１から出力された位置座標に関する情報を外部機器に出力す
る。
【００４２】
　一方、ステップＳ１０１において、タッチコントローラ６１の出力をタッチ操作が継続
していない（タッチ操作が終了している）と制御部６２が判定すると、ステップＳ１１５
に進み、記憶部６３に保存された位置座標出力フラグが「０」であるか否かを制御部６２
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が判定する。位置座標出力フラグが「０」であるＹＥＳのときは、ステップＳ１１６に進
む。ステップＳ１１６において、記憶部６３に保存されている位置座標の情報やそれに付
随する情報を消去する。ステップＳ１１７において、制御部６２は、タッチコントローラ
６１から出力された位置座標に関する情報を、外部機器に出力することを禁止し、ステッ
プＳ１１８に進む。ステップＳ１１７の後ステップＳ１１８で、位置座標出力フラグに「
０」、位置座標保存フラグに「０」が付与され、ステップＳ１１９において、制御部６２
は、位置座標出力フラグが「０」、位置座標保存フラグが「０」であるというフラグ情報
を記憶部６３に保存する。
【００４３】
　一方、ステップＳ１１５において記憶部６３に保存された位置座標出力フラグが「１」
であるＮＯのときは、ステップＳ１２０に進む。ステップＳ１２０において、制御部６２
は、タッチコントローラ６１から出力された位置座標に関する情報を外部機器に出力する
。ステップＳ１２０の後、ステップＳ１１８に進み、上記と同様に処理される。
【００４４】
　以上により、制御部６２による一連の動作が終了する。
【００４５】
　（実施形態の作用効果）
　以上のように、本発明の実施形態に係る入力装置１では、センサ体４０における検知面
４１の周縁部が上下方向で操作体３１の天面部３２周縁と重なっていることから、操作体
３１の天面部３２周縁がタッチ操作可能な操作面Ｓに含まれるようになる。すなわち、操
作面Ｓの領域が操作体３１の側面部３３付近まで及んでいる。このため、使用者が操作体
３１の天面部３２周縁の位置でタッチ操作したことを、天面部３２周縁の位置に対応する
検知面４１の周縁部により適切に検知することが可能となる。したがって、入力装置１で
は、操作体３１に対するタッチ操作を向上させることができる。
【００４６】
　また、検知面４１の周縁部全体が上下方向で操作体３１の天面部３２周縁と重なってい
るため、天面部３２周縁の全体がタッチ操作可能な操作面Ｓに含まれるようになる。これ
により、天面部３２周縁の適宜の位置でタッチ操作することが可能となり、操作体３１に
対するタッチ操作をより一層向上させることができる。
【００４７】
　また、検知面４１は、底面検知部４２が上下方向で操作体３１の天面部３２と対向しか
つ側面検知部４３が上下方向に直交する方向で操作体３１の側面部３３と対向するように
構成されている。このため、操作面Ｓを、操作体３１の天面部３２周縁から天面部３２お
よび側面部３３の隅角部分まで拡げることが可能となり、タッチ操作の操作性をより一層
向上させることができる。
【００４８】
　また、操作体３１は、センサ体４０と間隔をあけた状態で装置本体２に取り付けられて
いる。そして、操作体３１は装置本体２に対して上下方向に延びる回転軸心回りに回転操
作可能に構成されており、センサ体４０は装置本体２に対して回転不能に固定されている
。これにより、回転操作により操作体３１が装置本体２に対して回転移動しても、装置本
体２に対するセンサ体４０の位置は変位しない。このため、使用者は、回転操作による操
作体３１の回転位置にかかわらず、操作体３１の操作面Ｓに対するタッチ操作を安定的に
行うことができる。また、センサ体４０が装置本体２に対して回転不能に固定されている
ことから、装置本体２内におけるセンサ体４０の電気配線を簡素化することができる。
【００４９】
　また、装置本体２には、操作ユニット３０の周囲にファンクションスイッチ５０が設け
られている。このため、操作ユニット３０と異なる入力操作の機能をファンクションスイ
ッチ５０に付与することが可能となり、入力装置１の入力操作を多様化することができる
。
【００５０】
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　ここで、例えば使用者が手指で操作体３１の側面部３３を把持した状態で操作体３１を
装置本体２に対し回転させて回転操作したときに、手指が不意に操作体３１の天面部３２
周縁に接触するおそれがある。このとき、センサ体４０の検知面４１が操作体３１の天面
部３２周縁の位置でタッチ操作されたことを検知してしまう。つまり、入力装置１では、
操作体３１の天面部３２周縁を操作面Ｓに含めたことにより、使用者の意図にかかわらず
、例えば回転操作時に使用者の手指が不意に操作体３１の天面部３２周縁に接触して誤操
作につながる可能性がある。なお、操作体３１の入力操作としては、回転操作に限られず
、回転操作以外の態様（例えば上記押し操作）を含むものとする。
【００５１】
　そこで、本発明の実施形態に係る入力装置１において、制御部６２は、センサ体４０が
操作面Ｓに接触した検知対象物によるタッチ操作を検知したときにセンサ体４０から制御
部６２に対して出力される位置座標を、該位置座標が操作面Ｓ周縁の位置に留まる場合に
限り外部機器に出力することを禁止している。つまり、例えば回転操作時に使用者の手指
が不意に操作体３１の天面部３２周縁に接触してしまったとしても、使用者にタッチ操作
を行う意図がないものとして、制御部３２が上記位置座標を外部機器に出力しないように
する。これにより、入力装置１では、タッチ操作と異なる入力操作が行われたときの誤操
作を適切に防止することができる。
【００５２】
　さらに、制御部６２は、上記位置座標が操作面Ｓ周縁から内側方向に向かって連続的に
変化したときに、検知対象物が操作面Ｓ周縁に接触していた状態に遡ってタッチ操作によ
る始点から終点までの位置座標を外部機器に出力する。つまり、タッチ操作により使用者
の手指が操作面Ｓ周縁から内側方向に向かって連続的に移動したときは、使用者にタッチ
操作を行う意図があるものとして、制御部３２がタッチ操作による始点から終点までの位
置座標を外部機器に出力する。これにより、入力装置１では、誤操作を防止しつつ良好な
操作性を担保することができる。
【００５３】
　［その他の実施形態］
　上記実施形態に係る入力装置１として、操作体３１が有底円筒状に形成された形態を示
したが、この形態に限られない。すなわち、操作体３１としては、円筒状に限定されない
有底筒状に形成されていればよい。
【００５４】
　また、上記実施形態に係る入力装置１として、操作体３１が回転操作および押し操作可
能な形態を示したが、この形態に限られない。例えば、操作体３１は、回転操作および押
し操作が可能であるとともに、上下方向に直交する方向（すわなち、Ｚ方向に直交するＸ
Ｙ平面に沿う方向）に向かって装置本体２に対し相対移動可能に構成されていてもよい。
【００５５】
　また、上記実施形態に係る入力装置１として、検知面４１の周縁部全体が上下方向で操
作体３１の天面部３２周縁と重なっている形態を示したが、この形態に限られない。すな
わち、検知面４１は、その周縁部の一部が上下方向で操作体３１の天面部３２周縁と重な
っている形態であってもよい。このような形態であっても、上記実施形態と同様に、操作
体３１に対するタッチ操作を向上させることができる。
【００５６】
　以上、本発明についての実施形態を説明したが、本発明は上述の実施形態のみに限定さ
れず、発明の範囲内で種々の変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明は、例えば自動車内におけるセンターコンソール等に設置される車載用の入力装
置として産業上の利用が可能である。
【符号の説明】
【００５８】
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１：入力装置
２：装置本体
３０：操作ユニット
３１：操作体
３２：天面部
３３：側面部
４０：センサ体
４１：検知面
４２：底面検知部
４３：側面検知部
５０：ファンクションスイッチ
６２：制御部
６３：記憶部
Ｓ：操作面

【図１】 【図２】
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